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一般財団法人 大蔵財務協会

編集部 �０３（３８２９）４１４４

販売部 　０３（３８２９）４１４３

☆８６９５２９６

主 な 記 事

イデコの拠出限度額が変更に ２面

「特別の料金」は医療費控除の対象 ３面

徴収部長会議を開催 ３面

幹部に聞く・高橋課税部長 ４面

特定空家等に対する措置状況

年度 助言・指導 勧告 命令

平成�年 ２，１９４（１２１） � （�） ６（ ５）

�年 ３，０６２（２０３） ２１５（�） � （�）

�年 ４，０５８（２７５） ３０４（�） � （�）

�年 ４，５２４（３２５） ３７９（１０７） � （�）

令和元年 ５，３２０（３９８） ４４２（１３６） � （�）

２年 ５，７５５（４０３） ４８４（１５０） � （�）

３年 ５，４５３（４１７） ５４９（１５６） � （�）

４年 ４，５６８（４１７） ６２２（１５９） � （�）

５年 ４，２４６（３７４） ５３４（１６１） � （�）

小計 ３９，１８０（８５０） ３，５８９（４５８） ４５６（２１９）

管理不全空家等に対する措置状況

年度 指導 勧告 命令

令和５年 １，０９１（９２） ０　（０） ―

小計 １，０９１（９２） ０　（０） ―

※カッコ内は市区町村数。管理不全空家等の措置は５年�月以降分。

　

適

切

な

管

理

が

行

わ

れ

て

い

な

い

空

き

家

が

放

置

さ

れ

る

こ

と

へ

の

対

応

と

し

て

、

固

定

資

産

税

等

の

住

宅

用

地

特

例

を

解

除

す

る

措

置

の

適

用

が

平

成

�

年

度

か

ら

始

ま

り

約

９

年

が

経

過

し

た

。

市

町

村

長

か

ら

勧

告

を

受

け

た

特

定

空

家

等

の

敷

地

に

つ

い

て

、

同

特

例

の

適

用

対

象

か

ら

除

外

さ

れ

る

（

令

和

５

年

改

正

で

管

理

不

全

空

家

等

の

敷

地

も

除

外

対

象

に

追

加

）

も

の

で

、

同

特

例

の

対

象

か

ら

外

れ

る

と

固

定

資

産

税

が

最

大

で

６

倍

に

も

な

る

。

今

年

３

月

に

京

都

市

で

同

特

例

の

適

用

対

象

除

外

を

受

け

た

納

税

者

が

そ

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

審

査

請

求

で

、

請

求

を

退

け

る

裁

決

が

あ

っ

た

。

本

措

置

の

適

用

の

流

れ

な

ど

が

よ

く

わ

か

る

事

例

と

な

る

の

で

、

そ

の

内

容

を

紹

介

す

る

（

電

子

版

の

詳

細

版

に

裁

決

の

全

文

を

掲

載

し

て

お

り

ま

す

）

。

　

平

成

�

年

５

月

に

全

面

施

行

さ

れ

た

「

空

家

等

対

策

の

推

進

に

関

す

る

特

別

措

置

法

」

で

は

、

地

域

住

民

の

生

活

環

境

に

深

刻

な

影

響

を

及

ぼ

し

て

い

る

空

き

家

（

特

定

空

家

等

）

の

除

却

等

を

促

す

た

め

の

枠

組

み

が

整

え

ら

れ

て

い

る

。

　

市

町

村

長

は

、

特

定

空

家

等

の

所

有

者

等

に

対

し

、

周

辺

の

生

活

環

境

の

保

全

を

図

る

た

め

に

必

要

な

措

置

を

と

る

よ

う

助

言

ま

た

は

指

導

、

勧

告

お

よ

び

命

令

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

あ

わ

せ

て

、

措

置

を

命

ぜ

ら

れ

た

者

が

そ

の

措

置

を

履

行

し

な

い

と

き

、

履

行

し

て

も

十

分

で

な

い

と

き

、

ま

た

は

履

行

し

て

も

期

限

ま

で

に

完

了

す

る

見

込

み

が

な

い

と

き

は

、

行

政

代

執

行

法

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

し

た

が

い

、

当

該

措

置

を

自

ら

、

ま

た

は

第

三

者

を

し

て

こ

れ

を

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

な

ど

も

定

め

て

い

る

。

　

「

特

定

空

家

等

」

に

該

当

す

る

家

屋

に

係

る

敷

地

が

、

固

定

資

産

税

等

の

住

宅

用

地

特

例

の

対

象

で

あ

っ

て

、

市

町

村

長

が

当

該

「

特

定

空

家

等

」

の

所

有

者

等

に

対

し

て

前

記

の

勧

告

し

た

場

合

は

、

地

方

税

法

の

規

定

に

基

づ

き

、

そ

の

特

定

空

家

等

に

係

る

敷

地

は

同

特

例

の

対

象

か

ら

除

外

さ

れ

る

。

同

特

例

は

小

規

模

住

宅

用

地

（

２

０

０

平

方

㍍

以

下

）

は

固

定

資

産

税

の

課

税

標

準

を

６

分

の

１

に

、

一

般

住

宅

用

地

（

２

０

０

平

方

㍍

を

超

え

る

部

分

）

は

同

３

分

の

１

に

減

額

す

る

仕

組

み

。

都

市

計

画

税

も

そ

れ

ぞ

れ

３

分

の

１

、

３

分

の

２

に

減

額

さ

れ

る

。

　

空

家

対

策

特

措

法

の

施

行

か

ら

令

和

５

年

度

末

ま

で

の

同

法

に

基

づ

く

助

言

・

指

導

、

勧

告

、

命

令

の

件

数

は

表

の

と

お

り

。

�

年

度

以

降

の

累

計

で

同

特

例

の

除

外

対

象

と

な

り

得

る

勧

告

は

約

３

６

０

０

件

出

さ

れ

て

い

る

。

　

な

お

、

同

法

の

改

正

に

よ

り

、

５

年

�

月

か

ら

放

置

す

れ

ば

特

定

空

家

等

に

な

る

お

そ

れ

が

あ

る

空

家

等

を

「

管

理

不

全

空

家

等

」

と

規

定

。

こ

れ

に

対

す

る

指

導

、

勧

告

が

可

能

と

な

っ

て

お

り

、

５

年

度

の

管

理

不

全

空

家

等

へ

の

指

導

は

１

０

９

１

件

、

勧

告

は

０

件

だ

っ

た

。

　

審

査

請

求

の

審

査

庁

が

認

定

し

た

事

実

に

よ

れ

ば

、

京

都

市

長

は

事

前

に

２

度

（

平

成

�

年

、

令

和

２

年

）

に

わ

た

り

「

空

き

家

等

の

活

用

、

適

正

管

理

等

に

関

す

る

通

知

書

」

を

送

付

し

た

上

で

、

３

年

�

月

�

日

に

①

瓦

が

破

損

お

よ

び

ず

れ

て

い

る

、

②

屋

根

の

シ

ー

ト

養

生

の

設

置

期

間

が

１

年

を

超

え

て

い

る

、

③

屋

根

が

陥

没

し

て

い

る

状

態

で

あ

る

と

し

て

、

４

年

１

月

７

日

付

で

「

通

知

書

（

警

告

）

『

空

家

等

対

策

の

推

進

に

関

す

る

特

別

措

置

法

』

に

基

づ

く

指

導

」

を

空

き

家

で

あ

る

家

屋

を

所

有

す

る

審

査

請

求

人

に

送

付

し

た

。

　

同

通

知

書

で

は

、

令

和

２

年

の

通

知

後

も

本

件

家

屋

は

適

切

な

管

理

が

な

さ

れ

て

お

ら

ず

、

そ

の

ま

ま

放

置

す

れ

ば

倒

壊

等

著

し

く

保

安

上

危

険

と

な

る

お

そ

れ

の

あ

る

状

態

や

適

切

な

管

理

が

行

わ

れ

て

い

な

い

こ

と

に

よ

り

著

し

く

景

観

を

損

な

っ

て

い

る

状

態

で

あ

り

、

空

家

対

策

特

措

法

２

条

２

項

に

規

定

す

る

「

特

定

空

家

等

」

に

該

当

す

る

と

し

て

、

同

法

�

条

１

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

４

年

３

月

�

日

ま

で

に

本

件

家

屋

の

除

却

又

は

こ

れ

に

相

当

す

る

措

置

を

講

じ

る

よ

う

指

導

。

前

記

期

限

ま

で

に

必

要

な

措

置

が

講

じ

ら

れ

な

い

場

合

は

、

同

法

�

条

２

項

の

規

定

に

基

づ

く

勧

告

を

す

る

旨

を

予

告

し

た

。

　

次

い

で

、

前

記

指

導

に

よ

っ

て

も

本

件

家

屋

の

状

態

が

改

善

さ

れ

て

い

な

い

と

し

て

、

４

年

３

月

�

日

付

で

同

法

に

基

づ

く

勧

告

書

を

請

求

人

に

送

付

。

本

件

家

屋

に

つ

き

同

法

�

条

２

項

の

規

定

に

基

づ

き

必

要

な

措

置

を

と

る

よ

う

勧

告

し

た

（

そ

の

後

、

命

令

処

分

も

出

す

）

。

　

そ

の

後

、

処

分

庁

（

京

都

市

長

）

は

４

年

中

に

本

件

勧

告

が

な

さ

れ

た

事

実

を

把

握

し

た

う

え

で

５

年

度

固

定

資

産

税

等

の

賦

課

期

日

で

あ

る

５

年

１

月

１

日

時

点

で

本

件

勧

告

が

撤

回

さ

れ

て

お

ら

ず

、

同

年

１

月

�

日

に

行

っ

た

現

地

調

査

に

お

い

て

も

勧

告

時

と

状

況

に

変

化

が

な

か

っ

た

と

し

て

、

住

宅

用

地

特

例

の

適

用

を

除

外

し

、

５

年

度

の

固

定

資

産

税

等

の

賦

課

決

定

処

分

を

行

っ

た

。

　

こ

の

賦

課

決

定

処

分

の

取

消

し

を

求

め

る

審

査

請

求

で

、

請

求

人

は

５

年

３

月

に

建

築

士

に

現

地

を

確

認

し

て

も

ら

っ

た

と

こ

ろ

、

本

件

家

屋

は

危

険

物

で

は

な

い

と

判

断

さ

れ

た

な

ど

と

主

張

。

　

し

か

し

、

審

査

庁

は

本

件

勧

告

で

求

め

ら

れ

て

い

る

「

当

該

特

定

空

き

家

等

の

除

却

又

は

こ

れ

に

相

当

す

る

措

置

」

に

該

当

す

る

措

置

が

な

さ

れ

て

い

た

と

は

い

え

ず

、

処

分

に

違

法

・

不

当

な

点

は

何

ら

認

め

ら

れ

な

い

と

し

、

請

求

を

棄

却

し

た

。

　

な

お

、

請

求

人

が

５

年

に

入

り

自

ら

の

住

民

票

の

住

所

を

本

件

家

屋

の

所

在

地

に

異

動

さ

せ

た

こ

と

を

受

け

、

市

長

は

本

件

家

屋

が

「

空

家

で

は

な

く

な

っ

た

」

こ

と

を

理

由

に

本

件

勧

告

等

を

撤

回

し

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
６ � �

第３６２３号
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�

日

公

示

、

�

日

投

開

票

の

衆

院

選

の

選

挙

戦

が

中

盤

に

差

し

掛

か

っ

た

。

各

党

、

各

候

補

の

訴

え

も

熱

を

帯

び

る

。

裏

金

問

題

な

ど

の

影

響

で

自

民

党

に

逆

風

が

吹

く

中

で

、

野

党

が

ど

こ

ま

で

勢

力

を

伸

ば

せ

る

か

が

選

挙

戦

の

最

大

の

関

心

事

と

な

っ

て

い

る

★

各

党

さ

ま

ざ

ま

な

公

約

を

掲

げ

る

が

、

中

に

は

実

現

性

に

乏

し

い

と

思

え

る

よ

う

な

も

の

も

あ

る

。

大

幅

な

減

税

を

主

張

し

て

も

現

実

的

な

財

源

を

示

さ

な

い

の

で

あ

れ

ば

、

そ

れ

は

絵

に

描

い

た

餅

に

す

ぎ

な

い

。

か

つ

て

大

風

呂

敷

を

広

げ

、

多

大

な

期

待

を

集

め

て

選

挙

に

勝

利

し

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

目

玉

政

策

の

実

現

が

困

難

と

な

り

、

失

望

を

買

っ

た

政

権

が

あ

っ

た

こ

と

は

記

憶

に

新

し

い

★

期

待

が

大

き

け

れ

ば

大

き

い

ほ

ど

、

裏

切

ら

れ

た

時

の

失

望

は

大

き

い

。

ど

の

政

党

が

政

権

を

獲

得

す

る

こ

と

に

な

っ

て

も

、

信

じ

て

投

票

し

た

国

民

の

期

待

を

裏

切

る

よ

う

な

こ

と

だ

け

は

し

て

ほ

し

く

な

い

。

（

Ｚ

）

企業年金に加入する人のイデコの拠出限度額の見直し

現行 ６年�月以降

企業型ＤＣの

みに加入

月額５万５０００円－各月の企

業型ＤＣの事業主掛金額

（月額２万円を上限）

月額５万５０００円－（各

月の企業型ＤＣの事業

主掛金額＋ＤＢ等の

他制度掛金相当額）

（月額２万円を上限）

企業型ＤＣと

ＤＢ等の他制

度に加入

月額２万７５００円－各月の企

業型ＤＣの事業主掛金額

（月額１万２０００円を上限）

ＤＢ等の他制

度のみに加入

（公務員を含

む）

月額１万２０００円

　

今

年

�

月

（

来

年

１

月

引

落

分

）

か

ら

企

業

型

確

定

給

付

年

金

（

Ｄ

Ｂ

）

等

の

他

制

度

に

加

入

し

て

い

る

人

（

公

務

員

を

含

む

）

の

個

人

型

確

定

拠

出

年

金

（

イ

デ

コ

）

の

拠

出

限

度

額

が

月

額

１

万

２

０

０

０

円

か

ら

最

大

２

万

円

へ

と

変

わ

る

。

他

方

、

す

で

に

イ

デ

コ

に

加

入

し

て

い

る

人

で

は

、

企

業

型

確

定

拠

出

年

金

（

Ｄ

Ｃ

）

の

事

業

主

掛

金

額

と

他

制

度

掛

金

相

当

額

に

よ

っ

て

は

イ

デ

コ

の

掛

金

の

上

限

が

小

さ

く

な

っ

た

り

、

イ

デ

コ

の

掛

金

の

最

低

額

（

月

額

５

０

０

０

円

）

を

下

回

り

、

掛

金

を

拠

出

で

き

な

っ

た

り

す

る

可

能

性

も

あ

る

と

さ

れ

て

い

る

の

で

注

意

が

必

要

と

な

る

。

　日本税理士会連合会（太田直樹会長）の神

津信一顧問は４日、前政府税制調査会会長で

東京大学名誉教授の中里実氏とともに、山形

県米沢市の山形県立米沢興譲館高校を訪問

し、２年生・３年生の生徒�人に、「日本の税

制と税理士制度」をテーマに講演した＝写真。

東北税理士会の高澤圭一会長、大澤一雄常務

理事も参加した。

　これは、税理士登録者に占める�歳代以下

の割合が１割にも満たず、税理士の平均年齢

が�歳を超えるなか、税理士制度が将来にわ

たり維持・発展していくためには、若年層の

取り込みが不可欠との認識のもと、税理士法

改正で税理士試験の受験資格要件が緩和され

たことを契機に、より若い世代への広報を多

角的に実施することを目的に開始したもの。

　中里氏から、職業選択における考え方とし

て、自らの生い立ちや研究者を志した経緯な

どに触れつつ、「限られた情報や家庭環境な

どのさまざまな制約がある中で選択するに

は、多くの人と接し、職業の事情を知ること

が重要」などの話があり、あわせて、税理士

を含む専門家の意義について説明があった。

　また、神津顧問は、税理士の独占業務や日

々の業務の他、税理士の平均年収や定年がな

いことなど、税理士の魅力を語った。

　日税連では今後も、この講演を各地の高校

で実施することとしている。

　

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

適

用

に

係

る

手

続

の

改

正

に

伴

い

、

新

た

な

調

書

方

式

に

対

応

し

た

金

融

機

関

が

令

和

６

年

９

月

時

点

で

６

行

と

な

っ

た

。

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

調

書

方

式

に

対

応

し

た

金

融

機

関

一

覧

が

更

新

さ

れ

て

お

り

、

８

月

時

点

と

比

べ

る

と

３

行

増

え

て

い

る

。

い

ず

れ

の

金

融

機

関

も

納

税

者

が

申

請

書

に

記

載

す

る

事

項

に

つ

い

て

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

を

記

載

す

る

方

式

を

採

用

し

て

い

る

。

　

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

適

用

に

係

る

手

続

に

つ

い

て

は

、

６

年

分

以

降

の

所

得

税

等

の

申

告

等

か

ら

、

こ

れ

ま

で

の

納

税

者

が

年

末

残

高

証

明

書

を

税

務

署

等

に

提

出

す

る

「

証

明

書

方

式

」

か

ら

、

金

融

機

関

が

税

務

署

に

年

末

残

高

調

書

を

提

出

す

る

「

調

書

方

式

」

と

す

る

運

用

が

始

ま

る

。

６

年

１

月

１

日

以

降

に

居

住

を

開

始

し

た

者

に

つ

い

て

、

対

応

が

完

了

し

た

金

融

機

関

等

か

ら

、

順

次

、

調

書

方

式

に

移

行

す

る

。

　

納

税

者

は

、

こ

の

手

続

の

変

更

に

伴

い

、

調

書

方

式

に

対

応

し

た

金

融

機

関

か

ら

の

借

入

れ

に

つ

い

て

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

適

用

を

受

け

る

場

合

、

金

融

機

関

に

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

等

を

記

載

し

た

「

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

適

用

申

請

書

」

を

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

。

　

�

月

以

降

の

企

業

型

年

金

に

加

入

す

る

人

の

イ

デ

コ

の

拠

出

限

度

額

の

見

直

し

は

図

の

と

お

り

。

�

月

以

降

、

確

定

給

付

型

の

他

制

度

（

Ｄ

Ｂ

等

）

に

加

入

す

る

場

合

の

イ

デ

コ

の

拠

出

限

度

額

が

月

額

２

万

円

に

引

き

上

げ

ら

れ

る

一

方

で

、

イ

デ

コ

の

掛

金

額

は

各

月

の

企

業

型

Ｄ

Ｃ

の

事

業

主

掛

金

額

と

確

定

給

付

型

ご

と

の

他

制

度

掛

金

相

当

額

（

公

務

員

の

場

合

は

共

済

掛

金

相

当

額

）

と

合

算

し

て

月

額

５

万

５

０

０

０

円

を

超

え

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

　

他

制

度

掛

金

相

当

額

と

は

、

Ｄ

Ｂ

等

の

他

制

度

ご

と

に

そ

の

給

付

水

準

か

ら

企

業

型

Ｄ

Ｃ

と

比

較

可

能

な

形

で

評

価

し

た

も

の

。

算

定

方

法

は

厚

生

労

働

省

令

で

定

め

ら

れ

て

お

り

、

複

数

の

Ｄ

Ｂ

等

の

他

制

度

に

加

入

し

て

い

る

場

合

は

そ

の

合

算

と

な

る

。

　

つ

ま

り

、

企

業

年

金

に

加

入

す

る

者

の

イ

デ

コ

の

拠

出

限

度

額

は

「

月

額

２

万

円

、

か

つ

、

事

業

主

の

拠

出

額

（

各

月

の

企

業

型

Ｄ

Ｃ

の

事

業

主

掛

金

額

＋

Ｄ

Ｂ

等

の

他

制

度

掛

金

相

当

額

）

と

の

合

計

が

月

額

５

万

５

０

０

０

円

の

範

囲

内

」

と

な

り

、

事

業

主

の

拠

出

額

が

月

額

３

万

５

０

０

０

円

を

超

え

る

と

、

そ

の

分

だ

け

イ

デ

コ

の

拠

出

限

度

額

が

月

額

２

万

円

か

ら

減

る

。

こ

の

こ

と

に

よ

り

、

企

業

型

Ｄ

Ｃ

の

事

業

主

掛

金

額

と

Ｄ

Ｂ

等

の

他

制

度

掛

金

相

当

額

に

よ

っ

て

は

、

イ

デ

コ

の

掛

金

の

上

限

が

小

さ

く

な

っ

た

り

す

る

わ

け

だ

。

　

な

お

、

今

回

の

改

正

に

伴

い

、

Ｄ

Ｂ

等

の

他

制

度

に

加

入

し

て

い

る

人

の

イ

デ

コ

の

掛

金

の

拠

出

方

法

は

毎

月

定

額

拠

出

の

み

可

能

と

な

る

。

現

在

、

イ

デ

コ

の

掛

金

が

年

単

位

拠

出

と

な

っ

て

い

る

人

は

毎

月

定

額

拠

出

へ

の

変

更

手

続

が

必

要

と

な

り

、

毎

月

定

額

拠

出

へ

の

切

り

替

え

手

続

き

を

行

わ

な

か

っ

た

場

合

は

今

年

�

月

掛

金

（

来

年

１

月

引

落

分

）

以

降

、

イ

デ

コ

の

掛

金

が

拠

出

停

止

と

な

る

。

　

ま

た

、

企

業

型

Ｄ

Ｃ

の

事

業

主

掛

金

と

イ

デ

コ

の

掛

金

の

合

算

管

理

の

仕

組

み

と

あ

わ

せ

て

Ｄ

Ｂ

等

の

他

制

度

掛

金

相

当

額

を

管

理

す

る

こ

と

に

よ

り

、

イ

デ

コ

の

実

施

主

体

で

あ

る

国

民

年

金

基

金

連

合

会

が

毎

月

、

企

業

年

金

の

加

入

状

況

を

確

認

で

き

る

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

に

よ

り

、

現

在

は

事

業

主

が

行

っ

て

い

る

①

従

業

員

の

イ

デ

コ

加

入

時

・

転

職

時

に

お

け

る

企

業

年

金

の

加

入

状

況

に

関

す

る

事

業

主

証

明

書

の

発

行

、

②

年

１

回

の

現

況

確

認

が

今

年

�

月

か

ら

廃

止

さ

れ

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

全

国

間

税

会

総

連

合

会

（

片

岡

直

公

会

長

）

は

９

月

�

日

、

グ

ラ

ン

ド

メ

ル

キ

ュ

ー

ル

札

幌

大

通

公

園

で

第

�

回

通

常

総

会

札

幌

大

会

を

開

催

し

た

。

　

当

日

は

、

国

税

庁

の

奥

達

雄

長

官

、

高

橋

俊

一

課

税

部

長

、

渡

辺

隆

消

費

税

室

長

、

札

幌

国

税

局

の

榎

本

政

彦

局

長

、

蝶

名

林

守

課

税

部

長

、

友

誼

団

体

の

代

表

ら

来

賓

を

は

じ

め

、

全

国

の

間

税

会

か

ら

役

員

、

会

員

な

ど

約

７

０

０

人

が

出

席

し

た

。

　

は

じ

め

に

地

元

の

札

幌

国

税

局

間

税

会

連

合

会

の

戸

澤

亨

会

長

が

開

会

・

歓

迎

の

辞

を

述

べ

た

後

、

片

岡

会

長

が

、

「

組

織

を

さ

ら

に

強

化

し

、

活

発

な

事

業

活

動

を

展

開

す

る

こ

と

を

通

じ

て

世

に

広

く

ア

ピ

ー

ル

し

、

間

税

会

の

存

在

感

を

高

め

て

い

く

よ

う

努

め

る

こ

と

が

重

要

。

皆

さ

ま

の

ご

協

力

を

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

」

と

あ

い

さ

つ

し

た

＝

写

真

。

　

こ

の

後

、

議

事

に

入

り

、

税

制

お

よ

び

執

行

に

関

す

る

提

言

活

動

、

消

費

税

等

に

関

す

る

周

知

・

啓

発

活

動

の

更

な

る

強

化

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

周

知

お

よ

び

利

用

促

進

、

講

演

会

、

研

修

会

の

開

催

な

ど

を

盛

り

込

ん

だ

令

和

６

年

度

事

業

計

画

書

案

な

ど

を

承

認

。

次

い

で

、

組

織

増

強

や

「

税

の

標

語

」

募

集

推

進

の

功

労

者

表

彰

を

行

っ

た

。

　

総

会

後

に

は

、

元

ス

ピ

ー

ド

ス

ケ

ー

ト

選

手

の

清

水

宏

保

氏

が

、

「

限

界

わ

れ

い

が

い

み

な

わ

が

し

に

挑

み

続

け

て

『

我

以

外

皆

我

師

』

の

教

え

」

を

テ

ー

マ

に

記

念

講

演

を

行

っ

た

。

　

引

き

続

き

、

懇

親

会

を

開

催

。

札

幌

市

平

岸

を

拠

点

に

活

動

し

て

い

る

郷

土

芸

能

団

体

「

平

岸

天

神

」

が

、

演

舞

「

よ

さ

こ

い

ソ

ー

ラ

ン

」

を

華

や

か

に

披

露

し

、

最

後

に

、

次

回

の

開

催

主

催

で

あ

る

東

海

間

税

会

連

合

会

の

清

水

順

二

会

長

が

、

戸

澤

会

長

か

ら

会

旗

を

引

き

継

い

だ

。

　

令

和

６

年

�

月

か

ら

、

「

後

発

医

薬

品

（

ジ

ェ

ネ

リ

ッ

ク

医

薬

品

）

の

あ

る

先

発

医

薬

品

」

（

長

期

収

載

品

）

の

処

方

を

希

望

す

る

場

合

、

選

定

療

養

と

し

て

「

特

別

の

料

金

」

を

支

払

う

こ

と

に

な

る

（

９

月

�

日

号

２

面

参

照

）

。

こ

の

特

別

の

料

金

が

医

療

費

控

除

の

対

象

と

な

る

か

国

税

庁

に

確

認

し

た

と

こ

ろ

、

医

療

費

控

除

の

対

象

と

な

る

と

の

回

答

だ

っ

た

。

な

お

、

特

別

の

料

金

は

保

険

の

対

象

で

は

な

い

た

め

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

に

よ

り

取

得

す

る

医

療

費

通

知

情

報

に

は

反

映

さ

れ

な

い

の

で

注

意

が

必

要

だ

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

入

力

用

の

令

和

７

年

分

扶

養

控

除

等

（

異

動

）

申

告

書

な

ど

を

公

表

し

た

。

簡

易

な

扶

養

控

除

等

申

告

書

に

対

応

し

た

様

式

も

掲

載

さ

れ

て

お

り

、

前

年

の

申

告

内

容

か

ら

の

異

動

が

な

い

こ

と

の

記

載

に

つ

い

て

は

、

チ

ェ

ッ

ク

ボ

ッ

ク

ス

の

形

式

と

な

っ

て

い

る

。

簡

易

対

応

で

は

な

い

様

式

の

場

合

は

、

余

白

に

「

前

年

か

ら

異

動

な

し

」

な

ど

と

記

載

す

る

。

　

簡

易

な

申

告

書

と

は

、

勤

務

先

に

提

出

す

る

給

与

所

得

者

の

扶

養

控

除

等

申

告

書

に

記

載

す

べ

き

事

項

が

、

前

年

に

提

出

し

た

同

申

告

書

に

記

載

し

た

事

項

か

ら

異

動

が

な

い

場

合

に

、

異

動

が

な

い

旨

を

記

載

し

た

申

告

書

と

し

て

提

出

で

き

る

も

の

（

�

月

７

日

号

２

面

参

照

）

。

　

こ

の

簡

易

な

申

告

書

を

提

出

す

る

場

合

の

記

載

事

項

は

、

氏

名

、

個

人

番

号

、

住

所

ま

た

は

居

所

と

な

る

。

個

人

番

号

は

、

一

定

の

要

件

の

下

、

記

載

を

要

し

な

い

場

合

が

あ

る

。

　

国

税

庁

は

９

月

�

、

�

日

の

両

日

、

東

京

・

千

代

田

区

霞

が

関

の

同

庁

会

議

室

で

全

国

国

税

局

徴

収

部

長

会

議

を

開

催

し

た

。

　

管

理

運

営

部

門

関

係

で

は

、

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

推

進

」

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

同

庁

で

は

、

納

税

者

の

利

便

性

の

向

上

や

現

金

管

理

に

伴

う

社

会

全

体

の

コ

ス

ト

削

減

な

ど

の

観

点

か

ら

、

普

及

を

図

る

べ

く

取

り

組

ん

で

い

る

。

　

現

金

に

よ

る

納

付

の

大

半

を

金

融

機

関

窓

口

が

占

め

て

い

る

こ

と

を

踏

ま

え

、

金

融

機

関

、

関

係

民

間

団

体

や

地

方

公

共

団

体

と

と

も

に

連

携

し

、

特

に

納

付

機

会

の

多

い

源

泉

所

得

税

（

自

主

納

付

分

）

を

納

付

し

て

い

る

納

税

者

に

対

す

る

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

勧

奨

に

取

り

組

ん

で

い

く

旨

説

明

し

た

。

　

ま

た

、

限

ら

れ

た

予

算

・

定

員

の

中

で

、

タ

ー

ゲ

ッ

ト

を

絞

っ

た

効

果

的

・

効

率

的

な

利

用

勧

奨

を

実

施

す

る

た

め

、

各

局

の

こ

れ

ま

で

の

取

組

み

等

を

踏

ま

え

て

検

討

。

具

体

的

に

は

、

「

誰

が

」

、

「

電

話

や

臨

場

な

ど

の

ど

の

よ

う

な

方

法

」

で

、

「

誰

を

対

象

」

に

行

う

ア

プ

ロ

ー

チ

が

有

効

な

の

か

、

ベ

ス

ト

プ

ラ

ク

テ

ィ

ス

に

つ

い

て

各

局

と

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

　

他

方

、

徴

収

部

門

関

係

で

は

、

令

和

６

事

務

年

度

の

徴

収

事

務

運

営

方

針

に

つ

い

て

説

明

。

　

滞

納

残

高

が

４

年

連

続

で

増

え

て

い

る

中

、

主

な

取

組

方

針

と

し

て

、

①

滞

納

の

未

然

防

止

・

早

期

徴

収

の

充

実

・

強

化

、

②

消

費

税

滞

納

の

優

先

処

理

、

③

詐

害

行

為

や

滞

納

処

分

の

執

行

を

免

れ

よ

う

と

す

る

悪

質

・

処

理

困

難

事

案

に

対

す

る

原

告

訴

訟

や

滞

納

処

分

免

脱

罪

に

よ

る

告

発

、

第

二

次

納

税

義

務

の

賦

課

な

ど

法

的

手

段

を

活

用

し

た

対

応

、

④

Ｂ

Ａ

（

ビ

ジ

ネ

ス

ア

ナ

リ

テ

ィ

ク

ス

）

ツ

ー

ル

・

プ

ロ

グ

ラ

ミ

ン

グ

言

語

を

用

い

た

滞

納

者

の

各

種

情

報

（

過

去

の

接

触

事

績

、

申

告

書

デ

ー

タ

、

業

種

等

）

を

基

に

、

滞

納

者

ご

と

の

最

適

な

接

触

方

法

の

予

測

な

ど

デ

ー

タ

に

基

づ

く

事

務

運

営

・

Ｄ

Ｘ

の

推

進

を

示

し

た

上

で

、

各

局

よ

り

５

事

務

年

度

に

お

け

る

分

析

・

評

価

等

を

踏

ま

え

た

６

事

務

年

度

に

お

け

る

各

局

の

具

体

的

な

取

組

方

針

に

つ

い

て

、

意

見

聴

取

お

よ

び

意

見

交

換

を

し

た

。

　

特

別

の

料

金

と

は

、

先

発

医

薬

品

と

後

発

医

薬

品

の

価

格

差

の

４

分

の

１

相

当

の

料

金

と

な

っ

て

い

る

。

保

険

の

対

象

外

と

な

る

た

め

、

消

費

税

の

課

税

対

象

と

な

る

。

今

月

か

ら

長

期

収

載

品

の

処

方

を

希

望

す

る

場

合

は

患

者

の

負

担

が

増

加

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

で

は

、

毎

年

２

月

９

日

以

降

、

１

年

間

の

保

険

診

療

分

の

医

療

費

に

関

す

る

情

報

を

取

得

す

る

こ

と

が

で

き

る

（

３

年

分

は

９

月

か

ら

�

月

の

診

療

分

）

。

た

だ

し

、

こ

の

医

療

費

通

知

情

報

で

は

、

①

高

額

な

医

療

費

を

保

険

医

療

機

関

・

保

険

薬

局

の

窓

口

で

支

払

い

、

後

日

、

保

険

者

か

ら

支

給

を

受

け

た

場

合

の

高

額

療

養

費

、

②

立

て

替

え

払

い

を

し

た

と

き

の

療

養

費

、

③

は

り

・

き

ゅ

う

、

あ

ん

ま

・

マ

ッ

サ

ー

ジ

・

指

圧

の

施

術

費

用

、

④

整

骨

院

・

接

骨

院

で

受

け

た

と

き

の

柔

道

整

復

療

養

費

、

⑤

保

険

適

用

外

の

費

用

（

自

由

診

療

や

差

額

ベ

ッ

ド

代

等

）

、

⑥

審

査

支

払

業

務

を

健

康

保

険

組

合

と

直

接

契

約

し

て

い

る

保

険

薬

局

で

支

払

っ

た

費

用

に

つ

い

て

は

取

得

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

長

期

収

載

品

に

係

る

特

別

の

料

金

も

同

様

と

な

る

。

　

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

を

利

用

し

て

取

得

し

た

医

療

費

通

知

情

報

に

表

示

さ

れ

た

負

担

額

と

実

際

の

負

担

額

と

が

異

な

る

場

合

の

取

扱

い

に

つ

い

て

は

、

国

税

庁

の

タ

ッ

ク

ス

ア

ン

サ

ー

「

№

１

１

１

９

医

療

費

控

除

に

関

す

る

手

続

に

つ

い

て

」

の

Ｑ

Ａ

リ

ン

ク

で

示

さ

れ

て

い

る

。

　

医

療

費

通

知

情

報

に

反

映

さ

れ

な

い

公

費

負

担

医

療

制

度

な

ど

の

情

報

が

あ

る

場

合

は

、

該

当

す

る

医

療

費

に

つ

き

、

領

収

書

等

を

確

認

し

て

、

実

際

に

支

払

っ

た

医

療

費

の

金

額

や

補

て

ん

さ

れ

る

金

額

を

入

力

す

る

こ

と

で

、

実

際

に

負

担

し

た

医

療

費

の

金

額

で

医

療

費

控

除

の

額

を

計

算

す

る

と

し

て

い

る

。

　

実

際

に

支

払

っ

た

自

己

負

担

額

を

補

完

入

力

す

る

場

合

は

、

該

当

す

る

医

療

費

に

つ

き

、

医

療

費

の

領

収

書

を

確

定

申

告

期

限

等

か

ら

５

年

間

、

自

宅

等

で

保

存

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

医

療

保

険

者

か

ら

送

付

さ

れ

る

「

医

療

費

の

お

知

ら

せ

（

医

療

費

通

知

）

」

に

記

載

の

な

い

医

療

費

に

つ

い

て

医

療

費

控

除

の

適

用

を

受

け

る

場

合

は

、

こ

れ

ら

の

医

療

費

に

係

る

領

収

書

に

基

づ

き

医

療

費

控

除

の

明

細

書

に

必

要

事

項

を

記

載

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

医

療

費

控

除

の

適

用

に

は

、

こ

の

明

細

書

と

医

療

費

通

知

を

併

せ

て

確

定

申

告

書

に

添

付

し

て

提

出

す

る

と

し

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

経

済

・

社

会

情

勢

が

大

き

く

変

化

し

て

い

く

中

、

税

務

行

政

は

ど

の

よ

う

に

対

応

し

て

い

く

の

か

。

Ｄ

Ｘ

や

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

施

行

で

、

今

後

の

事

務

運

営

や

調

査

手

法

は

ど

う

変

わ

る

の

か

。

本

紙

で

は

今

週

以

降

、

国

税

庁

の

幹

部

に

話

を

聞

く

。

第

１

回

は

、

高

橋

俊

一

課

税

部

長

に

今

後

の

事

務

運

営

方

針

な

ど

に

つ

い

て

話

を

聞

い

た

。

次

週

以

降

、

田

島

伸

二

徴

収

部

長

、

武

田

一

彦

調

査

査

察

部

長

、

中

村

稔

審

議

官

（

国

際

担

当

）

、

斎

須

朋

之

審

議

官

（

酒

税

等

担

当

）

の

話

を

掲

載

す

る

。

国税庁

の幹部

に聞く

課税部長

高橋　俊一

　

た

か

は

し

・

し

ゅ

ん

い

ち

　

平

成

５

年

現

財

務

省

入

省

。

�

年

国

税

庁

長

官

官

房

企

画

課

課

長

補

佐

。

�

年

国

税

庁

長

官

官

房

総

務

課

課

長

補

佐

。

�

年

東

京

国

税

局

査

察

部

長

。

�

年

大

臣

官

房

企

画

官

兼

主

税

局

税

制

第

三

課

。

�

年

主

計

局

主

計

官

。

令

和

２

年

国

税

庁

長

官

官

房

人

事

課

長

。

４

年

福

岡

国

税

局

長

。

６

年

７

月

か

ら

現

職

。

　

―

―

今

事

務

年

度

の

基

本

方

針

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

課

税

部

に

お

い

て

は

、

国

税

庁

の

使

命

で

あ

る

納

税

者

の

自

発

的

な

納

税

義

務

の

履

行

を

適

正

か

つ

円

滑

に

実

現

す

る

た

め

、

申

告

・

納

税

手

続

な

ど

に

関

す

る

情

報

の

的

確

な

周

知

・

広

報

を

行

っ

て

い

く

と

と

も

に

、

納

税

者

の

方

々

か

ら

の

相

談

な

ど

に

対

し

て

迅

速

か

つ

的

確

に

対

応

し

、

納

税

者

サ

ー

ビ

ス

の

充

実

に

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

　

本

年

６

月

か

ら

定

額

減

税

が

始

ま

り

、

源

泉

徴

収

義

務

者

の

方

々

に

も

ご

協

力

を

い

た

だ

き

な

が

ら

、

実

施

さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

で

す

。

今

後

も

年

末

調

整

や

確

定

申

告

に

向

け

て

、

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

等

を

活

用

し

た

周

知

広

報

等

を

実

施

す

る

な

ど

、

丁

寧

な

対

応

を

心

掛

け

て

い

き

ま

す

。

　

税

務

調

査

等

に

つ

い

て

は

、

経

済

社

会

の

変

化

に

伴

う

新

た

な

取

引

・

資

産

運

用

手

法

等

に

も

着

目

す

る

と

と

も

に

、

「

税

務

行

政

の

将

来

像

２

０

２

３

」

に

沿

っ

て

、

Ａ

Ｉ

も

活

用

し

な

が

ら

申

告

情

報

や

そ

の

他

の

資

料

情

報

な

ど

の

幅

広

い

デ

ー

タ

を

分

析

す

る

こ

と

で

、

申

告

漏

れ

の

可

能

性

が

高

い

納

税

者

を

判

定

し

、

調

査

必

要

度

の

高

い

納

税

者

に

は

深

度

あ

る

調

査

を

、

そ

の

他

の

納

税

者

に

つ

い

て

は

、

行

政

指

導

に

よ

り

接

触

す

る

な

ど

、

効

果

的

・

効

率

的

な

事

務

運

営

に

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

　

な

お

、

税

務

調

査

は

大

口

・

悪

質

な

事

案

へ

の

対

応

を

基

本

と

し

つ

つ

、

消

費

税

の

適

正

課

税

の

確

保

、

国

際

化

及

び

富

裕

層

へ

の

対

応

、

無

申

告

へ

の

対

応

並

び

に

シ

ェ

ア

リ

ン

グ

エ

コ

ノ

ミ

ー

等

新

分

野

の

経

済

活

動

へ

の

対

応

を

引

き

続

き

課

税

部

重

点

課

題

と

し

た

上

で

、

計

画

的

か

つ

重

点

的

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

。

　

―

―

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

普

及

・

定

着

に

向

け

た

取

組

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

国

税

庁

に

お

い

て

は

、

政

府

全

体

の

デ

ジ

タ

ル

社

会

の

実

現

に

向

け

て

、

納

税

者

利

便

の

向

上

と

税

務

行

政

の

効

率

化

の

観

点

か

ら

、

あ

ら

ゆ

る

税

務

手

続

が

税

務

署

に

行

か

ず

に

で

き

る

よ

う

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

用

拡

大

を

推

進

し

て

い

ま

す

。

　

相

続

税

申

告

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

は

、

税

理

士

関

与

割

合

が

高

い

こ

と

か

ら

、

税

理

士

の

方

々

か

ら

の

ご

意

見

・

ご

要

望

を

踏

ま

え

、

利

用

者

識

別

番

号

の

確

認

方

法

を

簡

素

化

す

る

な

ど

利

便

性

の

向

上

を

図

る

と

と

も

に

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ぺ

ー

ジ

に

相

続

税

申

告

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

関

す

る

情

報

を

集

約

し

た

「

相

続

税

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

特

設

サ

イ

ト

」

を

開

設

し

、

周

知

・

広

報

に

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

い

る

と

こ

ろ

で

す

。

　

ま

た

、

法

人

税

申

告

に

つ

い

て

は

、

既

に

多

く

の

申

告

で

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

利

用

し

て

い

た

だ

い

て

お

り

ま

す

が

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

利

用

す

る

際

に

は

添

付

書

類

も

含

め

て

送

信

い

た

だ

く

よ

う

お

願

い

し

て

お

り

ま

す

。

　

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

さ

れ

た

法

人

で

は

、

既

に

４

社

に

３

社

が

財

務

諸

表

な

ど

の

添

付

書

類

も

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

送

信

し

て

い

ま

す

。

国

税

庁

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

は

、

財

務

諸

表

デ

ー

タ

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

提

出

に

つ

い

て

詳

し

い

説

明

を

掲

載

し

て

い

ま

す

の

で

、

ご

参

照

の

上

、

ご

協

力

願

い

ま

す

。

　

―

―

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

施

行

後

の

対

応

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

つ

い

て

は

、

制

度

開

始

後

も

事

業

者

の

方

々

か

ら

の

相

談

に

丁

寧

に

対

応

す

る

ほ

か

、

消

費

税

に

馴

染

み

の

な

い

方

も

ご

理

解

い

た

だ

け

る

よ

う

に

シ

ン

プ

ル

で

分

か

り

や

す

い

コ

ン

テ

ン

ツ

を

作

成

・

公

表

す

る

な

ど

、

事

業

者

の

方

々

の

声

等

を

踏

ま

え

た

周

知

広

報

に

努

め

て

ま

い

り

ま

し

た

。

　

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

申

請

は

こ

こ

最

近

月

２

～

３

万

件

で

推

移

し

、

新

規

開

業

・

設

立

し

た

方

か

ら

の

申

請

が

多

く

を

占

め

て

お

り

、

登

録

件

数

は

令

和

６

年

９

月

末

時

点

で

約

４

６

０

万

件

と

な

っ

て

い

ま

す

。

　

令

和

６

年

分

の

確

定

申

告

に

つ

い

て

は

、

今

年

か

ら

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

と

な

っ

た

方

が

一

定

程

度

存

在

す

る

こ

と

、

ま

た

、

前

年

に

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

導

入

を

機

に

初

め

て

消

費

税

の

確

定

申

告

を

行

っ

た

個

人

事

業

者

は

、

今

年

は

１

年

分

の

取

引

を

申

告

す

る

必

要

が

あ

る

こ

と

か

ら

、

期

限

内

申

告

・

納

付

し

て

い

た

だ

け

る

よ

う

、

引

き

続

き

周

知

広

報

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

。

　

な

お

、

令

和

５

年

分

の

申

告

で

「

２

割

特

例

」

を

適

用

さ

れ

た

方

で

、

令

和

４

年

分

（

基

準

期

間

）

の

課

税

売

上

高

が

１

０

０

０

万

円

を

超

え

る

場

合

等

は

「

２

割

特

例

」

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

ま

せ

ん

。

代

わ

り

に

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

を

受

け

る

に

は

年

内

に

届

出

が

必

要

と

な

り

ま

す

。

　

―

―

令

和

６

年

分

の

確

定

申

告

に

向

け

た

取

組

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

令

和

６

年

分

の

確

定

申

告

に

お

い

て

も

、

前

年

に

引

き

続

き

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

便

性

向

上

に

よ

る

ご

自

宅

か

ら

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

推

進

に

取

り

組

ん

で

い

き

ま

す

。

　

具

体

的

に

は

、

令

和

６

年

分

か

ら

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

「

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

」

に

お

い

て

　

・

所

得

税

の

全

て

の

画

面

が

ス

マ

ホ

で

も

操

作

し

や

す

い

画

面

を

提

供

す

る

ほ

か

、

　

・

令

和

５

年

５

月

か

ら

開

始

さ

れ

た

〝

ス

マ

ホ

用

電

子

証

明

書

搭

載

サ

ー

ビ

ス

〟

を

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

も

利

用

可

能

と

し

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

か

ざ

す

こ

と

な

く

ス

マ

ホ

だ

け

で

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

へ

の

ロ

グ

イ

ン

や

申

告

手

続

が

で

き

る

よ

う

に

な

る

　

な

ど

の

改

修

を

行

い

、

更

な

る

利

便

向

上

を

図

る

こ

と

に

よ

り

ご

自

宅

か

ら

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

用

拡

大

を

よ

り

一

層

促

進

し

て

い

き

た

い

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

　

ま

た

、

定

額

減

税

の

実

施

に

伴

い

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

特

設

サ

イ

ト

に

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

や

Ｑ

＆

Ａ

を

掲

載

す

る

な

ど

周

知

広

報

し

、

納

税

者

の

方

々

が

円

滑

に

確

定

申

告

で

き

る

よ

う

に

努

め

て

い

ま

す

。

　

さ

ら

に

今

後

は

、

　

・

定

額

減

税

の

必

要

な

手

続

を

案

内

す

る

フ

ロ

ー

チ

ャ

ー

ト

や

動

画

な

ど

の

ツ

ー

ル

の

提

供

や　

・

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

「

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

」

に

お

い

て

、

定

額

減

税

額

が

計

算

で

き

る

よ

う

改

修

す

る

　

な

ど

の

予

定

と

し

て

お

り

ま

す

。

　

令

和

６

年

分

の

確

定

申

告

に

つ

い

て

は

、

是

非

と

も

ご

自

宅

か

ら

利

便

性

が

年

々

向

上

し

て

い

る

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

ご

利

用

く

だ

さ

い

。

（４）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

Ｎ

Ｈ

Ｋ

の

朝

ド

ラ

に

、

「

女

性

初

の

弁

護

士

」

が

主

人

公

に

な

っ

た

た

め

に

、

朝

か

ら

、

憲

法

等

の

法

律

論

を

聞

か

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

最

初

は

、

「

面

白

く

な

い

で

あ

ろ

う

」

と

思

っ

て

い

た

が

、

私

の

テ

レ

ビ

タ

イ

ム

の

一

角

を

占

め

る

よ

う

に

な

っ

た

。

こ

の

よ

う

な

憲

法

論

議

に

つ

い

て

は

、

税

務

訴

訟

や

租

税

法

の

解

釈

分

野

で

も

非

常

に

盛

ん

で

あ

る

。

税

務

訴

訟

に

慣

れ

て

い

な

い

頃

は

、

こ

の

よ

う

な

違

憲

訴

訟

が

多

い

の

は

、

「

弁

護

士

は

税

法

の

中

身

が

わ

か

ら

な

い

か

ら

何

で

も

憲

法

違

反

で

争

う

の

か

？

」

と

邪

推

し

て

い

た

。

　

も

っ

と

も

、

こ

の

よ

う

に

違

憲

訴

訟

が

多

い

割

に

、

納

税

者

側

が

勝

訴

し

た

事

例

は

、

下

級

審

で

は

と

も

か

く

、

上

級

審

で

は

ほ

と

ん

ど

見

か

け

な

い

。

そ

れ

は

、

租

税

法

の

違

憲

審

査

に

関

す

る

最

高

裁

判

所

の

考

え

方

が

納

税

者

側

に

厳

し

い

（

立

法

府

に

甘

い

？

）

か

ら

に

他

な

ら

な

い

か

ら

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

租

税

法

の

違

憲

審

査

の

範

囲

を

示

し

た

こ

と

で

著

名

な

最

高

裁

昭

和

�

年

３

月

�

日

大

法

廷

判

決

（

い

わ

ゆ

る

大

島

判

決

）

は

、

昭

和

�

年

当

時

の

給

与

所

得

控

除

制

度

の

合

憲

性

に

関

し

、

次

の

と

お

り

判

示

し

て

い

る

。

　

「

租

税

法

の

定

立

に

つ

い

て

は

、

国

家

財

政

、

社

会

経

済

、

国

民

所

得

、

国

民

生

活

等

の

実

態

に

つ

い

て

の

正

確

な

資

料

を

基

礎

と

す

る

立

法

府

の

政

策

的

、

技

術

的

な

判

断

に

ゆ

だ

ね

る

ほ

か

は

な

く

、

裁

判

所

は

、

基

本

的

に

は

そ

の

裁

量

的

判

断

を

尊

重

せ

ざ

る

を

得

な

い

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

」

　

こ

の

大

法

廷

判

決

は

、

租

税

法

の

違

憲

審

査

の

判

例

と

し

て

機

能

し

、

そ

の

後

の

裁

判

に

大

き

な

影

響

を

及

ぼ

し

て

い

る

。

例

え

ば

、

昭

和

末

期

の

土

地

バ

ブ

ル

の

頃

に

は

、

土

地

の

取

引

価

格

と

相

続

税

評

価

額

（

路

線

価

）

と

の

間

に

大

幅

な

開

差

が

生

じ

、

「

土

地

さ

え

買

え

ば

相

続

税

が

下

が

る

」

と

い

う

現

象

が

一

般

化

し

た

た

め

、

昭

和

�

年

末

、

「

土

地

等

の

取

得

後

３

年

間

は

そ

の

取

得

価

額

で

課

税

す

る

」

旨

の

法

律

（

租

税

特

別

措

置

法

�

条

の

４

）

が

で

き

た

が

、

そ

の

後

、

地

価

が

暴

落

し

た

た

め

、

そ

の

法

律

の

憲

法

違

反

が

問

題

と

な

っ

た

。

　

例

え

ば

、

大

阪

地

裁

平

成

７

年

�

月

�

日

判

決

の

事

案

で

は

、

�

億

円

の

取

得

し

た

土

地

が

３

年

後

の

相

続

開

始

時

に

９

億

円

と

下

落

し

た

が

、

相

続

税

額

が

�

億

円

課

税

さ

れ

た

た

め

、

当

該

納

税

者

が

前

期

の

租

税

特

別

措

置

法

の

規

定

が

憲

法

�

条

（

財

産

権

の

保

障

）

に

反

す

る

旨

争

っ

た

と

こ

ろ

、

右

判

決

は

、

当

該

規

定

は

そ

の

立

法

目

的

に

照

ら

し

若

し

く

は

不

合

理

と

は

い

え

な

い

か

ら

合

憲

で

あ

る

旨

判

決

し

た

。

　

し

か

し

、

右

の

大

阪

地

裁

判

決

は

、

当

該

規

定

を

適

用

し

て

相

続

財

産

を

上

回

る

税

負

担

を

強

制

す

る

こ

と

は

違

憲

状

態

に

な

る

旨

判

示

し

て

当

該

課

税

処

分

を

取

り

消

し

た

。

こ

の

場

合

、

税

務

署

長

は

、

租

税

法

律

主

義

上

の

合

法

性

の

原

則

が

要

請

さ

れ

、

法

律

ど

お

り

に

課

税

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

責

め

を

負

っ

て

い

る

の

で

、

納

得

し

が

た

い

判

決

で

あ

っ

た

が

、

上

訴

審

の

各

判

決

と

も

、

一

審

判

決

を

支

持

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

こ

の

よ

う

に

、

租

税

特

別

措

置

法

�

条

の

４

に

合

理

性

が

あ

る

と

い

う

の

で

あ

れ

ば

、

そ

の

ま

ま

存

続

さ

せ

て

お

け

ば

よ

さ

そ

う

な

も

の

で

あ

っ

た

が

、

同

規

定

は

大

阪

地

裁

判

決

の

半

年

後

に

廃

止

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

　

と

こ

ろ

で

、

裁

判

所

は

、

租

税

法

に

関

し

て

は

、

か

く

も

立

法

府

の

「

政

策

的

、

技

術

的

な

判

断

」

を

尊

重

し

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

法

律

家

（

裁

判

官

）

に

と

っ

て

は

最

も

判

断

が

困

難

な

は

ず

で

あ

る

「

原

子

力

発

電

の

安

全

性

」

に

関

し

て

は

、

甚

だ

安

直

な

判

断

を

下

し

て

い

る

と

し

か

考

え

ら

れ

な

い

。

私

自

身

、

法

務

省

及

び

裁

判

所

で

勤

務

し

た

こ

と

も

あ

り

、

そ

の

体

験

と

最

近

の

租

税

以

外

の

各

種

の

裁

判

例

に

照

ら

し

て

も

、

法

律

の

専

門

家

で

し

か

な

い

裁

判

官

が

、

原

子

力

発

電

の

安

全

性

を

的

確

に

判

断

で

き

る

と

は

考

え

ら

れ

な

い

。

　

言

う

ま

で

も

な

く

、

原

子

力

発

電

の

稼

働

の

要

否

は

、

国

家

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

政

策

を

決

定

づ

け

る

大

問

題

で

あ

り

、

国

家

の

行

く

末

に

も

関

わ

る

こ

と

に

な

る

。

そ

う

で

あ

れ

ば

、

そ

の

要

否

は

、

専

門

家

の

知

見

を

結

集

し

て

検

討

し

、

最

終

的

に

は

国

民

の

負

託

を

受

け

た

立

法

府

の

判

断

に

よ

っ

て

結

論

を

下

す

べ

き

で

あ

ろ

う

。

　

そ

う

で

あ

る

べ

き

な

の

に

、

租

税

法

の

当

否

さ

え

立

法

府

の

政

策

的

、

技

術

的

判

断

に

委

ね

よ

う

と

し

て

い

る

裁

判

官

の

自

由

心

証

（

個

人

的

見

解

）

に

よ

る

判

断

を

委

ね

る

こ

と

は

甚

だ

問

題

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

の

た

め

、

国

に

よ

っ

て

は

、

原

子

力

発

電

の

安

全

性

の

判

断

を

裁

判

か

ら

外

し

て

い

る

よ

う

で

あ

る

が

、

我

が

国

も

再

考

の

余

地

が

あ

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

　第
３回目は、調査手続の事前通知につ

いてです。

　事前通知は、原則として、調査開始前

に相当の時間的余裕を持って、電話等に

より、実地の調査を行う旨、調査を開始

する日時・場所や調査の対象となる税目

・課税期間・調査の目的などを通知する

こととなっています。ただし、法令の規

定に従い、申告内容、過去の調査結果、

事業内容などから、事前通知をすると、

違法又は不当な行為を容易にし、正確な

課税標準等又は税額等の把握を困難にす

る可能性や、その他、調査の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあると判断した

場合には、事前通知をしないこともあり

ます。いわゆる無予告調査です。

　では、実際に調査が実施される何日く

らい前に、事前通知があるのでしょうか。

実地調査を行う場合の事前通知の時期に

ついては、法令に特段の規定はありませ

ん。個々のケースによって事情も異なり

ますので、何日程度前に通知するかは、

一律には決められていないのです。ただ

し、「来週から調査に伺います」という

ケースは少ないと考えられますので、少

なくとも２～３週間前には、電話による

連絡があるのが一般的だと思います。も

ちろん、指定された日時でも、都合が悪

い場合は日時を調整することができま

す。

　また、事前通知を受けた後でも変更は

可能です。例えば、一時的な入院、親族

の葬儀、業務上やむを得ない事情が生じ

た場合やその他の合理的な理由があれ

ば、再調整できます。

　通知される内容には「調査の目的」が

あります。主に「提出された申告書の記

載内容を確認するため」などの説明があ

ります。ただし、調査を行う理由につい

ては、法令上、事前通知すべき事項とは

されていませんので、これを説明される

ことはありません。調査される側は、目

的よりも理由が知りたいものですが、事

前通知の項目には含まれていないという

ことです。調査が始まったら、さりげな

く理由を聞いてみると、教えてくれるか

もしれません。

　次に、調査に要する時間や日数、調査

担当者の人数などについてです。調査に

要する時間や日数は、調査開始後の状況

で変わる場合があるので、事前通知の時

点での通知は困難です。人数については、

事前通知に際し予定人数を連絡すること

となっていますので、人数と合わせて、

氏名、所属、役職などを確認しておく方

がよいと思います。

　また、調査の臨場後は、次回以降の臨

場日などを調整しますので「予定でかま

いませんので、だいたいの日数を教えて

ください」と聞いてみましょう。

　ここまでは調査対象者への通知でした

が、反面調査で取引先を調査する場合も

あります。反面調査の場合には、事前通

知に関する法令上の規定はありません

が、運用上、原則として、あらかじめ、

その反面調査の対象者の方へ連絡を行う

こととしているようです。ただし、調査

対象者への通知はありませんので注意が

必要です。

（５） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

賃

上

げ

促

進

税

制

は

令

和

６

年

度

改

正

で

、

「

中

小

企

業

向

け

」

と

「

大

企

業

向

け

」

の

２

制

度

か

ら

、

「

中

小

企

業

向

け

」

、

「

中

堅

企

業

向

け

」

、

「

大

企

業

向

け

」

の

３

制

度

に

改

組

さ

れ

た

。

ま

た

、

中

小

企

業

向

け

制

度

で

は

、

繰

越

税

額

控

除

制

度

が

措

置

さ

れ

る

な

ど

、

大

き

く

改

正

さ

れ

て

い

る

。

　

本

書

は

、

令

和

６

年

度

税

制

改

正

を

踏

ま

え

、

賃

上

げ

促

進

税

制

を

適

用

す

る

た

め

の

手

引

書

と

し

て

そ

の

理

解

の

手

助

け

と

な

る

実

務

書

。

　

中

小

企

業

向

け

、

中

堅

企

業

向

け

、

大

企

業

向

け

の

「

賃

上

げ

促

進

税

制

」

に

つ

い

て

、

Ｑ

＆

Ａ

を

交

え

て

わ

か

り

や

す

く

解

説

。

Ｑ

＆

Ａ

で

は

、

「

年

度

の

途

中

、

月

の

途

中

で

役

員

に

な

っ

た

者

の

給

与

」

「

比

較

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

及

び

調

整

比

較

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

の

算

出

方

法

」

な

ど

多

数

の

項

目

を

掲

載

。

　

令

和

６

年

度

改

正

に

伴

う

「

繰

越

税

額

控

除

制

度

」

の

創

設

、

「

子

育

て

と

の

両

立

・

女

性

活

躍

支

援

要

件

」

の

適

用

、

「

マ

ル

チ

ス

テ

ー

ク

ホ

ル

ダ

ー

方

針

」

の

改

正

な

ど

も

詳

し

く

説

明

。

　

設

例

を

用

い

て

別

表

の

作

成

手

順

も

フ

ォ

ロ

ー

し

た

、

実

務

家

と

企

業

担

当

者

の

必

携

書

。

　

Ａ

５

判

、

３

５

２

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

８

６

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

請

求

人

の

前

代

表

者

を

被

保

険

者

と

し

た

生

命

保

険

契

約

に

係

る

保

険

金

に

つ

い

て

、

保

険

金

の

支

払

通

知

日

の

属

す

る

事

業

年

度

の

雑

収

入

に

計

上

し

た

請

求

人

の

会

計

処

理

は

取

引

の

経

済

的

実

態

か

ら

み

て

合

理

的

な

収

益

計

上

の

基

準

に

即

し

た

も

の

で

、

法

人

税

法

上

も

正

当

な

も

の

と

し

て

是

認

す

べ

き

と

判

断

し

た

。

　

審

査

請

求

人

が

受

け

取

っ

た

死

亡

保

険

金

に

つ

い

て

、

原

処

分

庁

が

被

保

険

者

の

死

亡

日

の

属

す

る

事

業

年

度

の

益

金

の

額

に

算

入

す

べ

き

で

あ

る

と

し

て

法

人

税

等

の

更

正

処

分

等

を

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

同

死

亡

保

険

金

は

保

険

会

社

か

ら

の

支

払

通

知

日

の

属

す

る

事

業

年

度

の

益

金

の

額

に

算

入

す

べ

き

で

あ

り

、

請

求

人

の

処

理

は

是

認

さ

れ

る

な

ど

と

し

て

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

保

険

金

の

支

払

通

知

日

の

属

す

る

事

業

年

度

の

収

益

に

計

上

し

た

請

求

人

の

会

計

処

理

を

正

当

と

判

断

し

、

処

分

を

取

り

消

し

た

（

令

和

６

年

２

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

、

建

築

、

土

木

工

事

請

負

業

等

を

目

的

と

し

て

設

立

さ

れ

た

法

人

。

請

求

人

の

代

表

取

締

役

は

令

和

３

年

�

月

○

日

ま

で

Ａ

（

前

代

表

者

）

が

務

め

て

い

た

が

、

死

亡

に

よ

り

退

任

し

、

同

月

○

日

に

Ｂ

が

就

任

し

た

。

　

請

求

人

は

、

２

社

の

保

険

会

社

（

各

保

険

会

社

）

と

の

間

で

、

保

険

契

約

者

を

請

求

人

、

被

保

険

者

を

前

代

表

者

、

死

亡

保

険

金

の

受

取

人

を

請

求

人

と

す

る

複

数

の

生

命

保

険

契

約

（

各

保

険

契

約

）

を

締

結

し

て

い

た

。

各

保

険

契

約

に

係

る

各

約

款

お

よ

び

各

特

約

条

項

の

内

容

等

は

、

要

旨

次

の

と

お

り

で

あ

る

。

　

イ

　

支

払

事

由

が

生

じ

た

と

き

は

、

各

保

険

会

社

は

保

険

金

を

支

払

う

。

支

払

事

由

と

は

、

被

保

険

者

の

保

険

期

間

中

の

死

亡

で

あ

る

。

　

ロ

　

支

払

事

由

が

生

じ

た

と

き

は

、

保

険

金

受

取

人

は

遅

滞

な

く

各

保

険

会

社

に

通

知

し

、

速

や

か

に

必

要

書

類

を

提

出

し

て

保

険

金

を

請

求

す

る

。

　

ハ

　

保

険

金

は

、

前

記

ロ

の

必

要

書

類

が

各

保

険

会

社

に

到

着

し

た

日

の

翌

日

ま

た

は

翌

営

業

日

か

ら

そ

の

日

を

含

め

て

５

営

業

日

以

内

に

支

払

う

が

、

保

険

金

を

支

払

う

た

め

に

確

認

が

必

要

な

場

合

や

そ

の

確

認

の

た

め

に

特

別

な

照

会

や

調

査

が

不

可

欠

な

場

合

に

は

保

険

金

の

支

払

期

限

が

延

長

さ

れ

る

。

　

ニ

　

前

記

イ

の

支

払

事

由

が

生

じ

て

も

、

一

定

の

免

責

事

由

に

該

当

す

る

と

き

は

、

各

保

険

会

社

は

保

険

金

を

支

払

わ

な

い

。

　

ホ

　

前

記

イ

の

支

払

事

由

が

生

じ

た

後

で

も

、

保

険

契

約

者

ま

た

は

被

保

険

者

に

告

知

義

務

違

反

が

あ

っ

た

と

き

は

、

各

保

険

会

社

は

保

険

契

約

を

解

除

す

る

こ

と

が

で

き

、

当

該

保

険

契

約

に

係

る

保

険

金

を

支

払

わ

な

い

。

　

へ

　

前

記

イ

の

支

払

事

由

が

生

じ

た

後

で

も

、

重

大

事

由

に

該

当

す

る

と

き

は

、

各

保

険

会

社

は

保

険

契

約

を

解

除

す

る

こ

と

が

で

き

、

保

険

契

約

に

係

る

保

険

金

を

支

払

わ

な

い

。

　

前

代

表

者

は

３

年

�

月

○

日

に

病

院

で

死

亡

し

、

同

病

院

は

同

日

、

同

人

の

直

接

死

因

を

「

○

○

○

○

」

、

死

因

の

種

類

を

「

病

死

及

び

自

然

死

」

と

診

断

し

た

。

　

請

求

人

は

、

各

生

命

保

険

契

約

に

つ

い

て

、

１

社

に

対

し

て

は

４

年

３

月

８

日

付

で

、

も

う

１

社

に

対

し

て

は

４

年

５

月

�

日

付

で

、

必

要

書

類

を

提

出

し

て

保

険

金

の

請

求

を

行

っ

た

。

　

請

求

人

は

、

最

初

に

保

険

金

の

請

求

を

行

っ

た

各

生

命

保

険

契

約

に

つ

い

て

、

い

ず

れ

も

４

年

３

月

�

日

付

の

「

お

支

払

の

ご

案

内

」

と

題

す

る

各

書

面

を

受

領

し

、

ま

た

、

後

に

保

険

金

の

請

求

を

行

っ

た

生

命

保

険

契

約

に

つ

い

て

、

同

年

６

月

６

日

付

の

「

お

支

払

明

細

書

」

と

題

す

る

書

面

を

受

領

し

た

。

各

書

面

に

は

、

保

険

金

を

そ

れ

ぞ

れ

４

年

３

月

�

日

と

同

年

６

月

８

日

に

支

払

う

旨

が

記

載

さ

れ

て

い

た

。

　

４

年

３

月

�

日

お

よ

び

同

年

６

月

８

日

に

各

書

面

に

、

記

載

さ

れ

た

各

金

額

が

請

求

人

名

義

の

銀

行

口

座

に

入

金

さ

れ

、

請

求

人

は

そ

れ

ぞ

れ

同

日

付

で

各

入

金

額

に

つ

い

て

保

険

積

立

金

等

を

差

し

引

い

た

金

額

を

雑

収

入

に

計

上

し

た

。

審

査

請

求

に

至

る

経

緯

　

請

求

人

は

３

年

�

月

期

の

法

人

税

等

に

つ

い

て

、

青

色

の

確

定

申

告

書

で

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

申

告

し

た

。

な

お

、

請

求

人

は

３

年

�

月

期

の

確

定

申

告

に

当

た

り

、

各

保

険

契

約

に

基

づ

く

死

亡

保

険

金

請

求

権

（

各

請

求

権

）

に

係

る

保

険

金

の

額

（

各

保

険

金

の

額

）

を

益

金

の

額

に

算

入

し

な

か

っ

た

。

　

原

処

分

庁

は

こ

れ

に

対

し

、

請

求

人

は

前

代

表

者

の

死

亡

日

に

、

各

請

求

権

を

取

得

す

る

と

と

も

に

、

当

該

権

利

の

行

使

が

可

能

と

な

っ

た

こ

と

か

ら

、

各

保

険

金

の

額

は

請

求

人

の

３

年

�

月

期

の

益

金

の

額

に

算

入

す

べ

き

と

し

て

、

４

年

�

月

�

日

付

で

３

年

�

月

期

の

法

人

税

等

の

更

正

処

分

お

よ

び

過

少

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

。

　

主

な

争

点

は

各

保

険

金

の

額

は

３

年

�

月

期

の

益

金

の

額

に

算

入

さ

れ

る

か

否

か

。

審

判

所

の

判

断

　

原

処

分

庁

は

、

請

求

人

の

前

代

表

者

を

被

保

険

者

と

し

た

生

命

保

険

契

約

に

お

い

て

、

前

代

表

者

の

死

因

は

当

該

保

険

契

約

に

係

る

保

険

金

の

支

払

事

由

に

該

当

す

る

と

と

も

に

、

免

責

事

由

の

い

ず

れ

に

も

該

当

し

な

い

こ

と

か

ら

す

る

と

、

請

求

人

は

前

代

表

者

の

死

亡

日

に

お

い

て

、

当

該

保

険

金

に

係

る

保

険

金

請

求

権

の

実

現

可

能

性

を

客

観

的

に

認

識

で

き

、

そ

の

行

使

が

可

能

と

な

っ

た

と

い

え

る

か

ら

、

請

求

人

が

受

領

し

た

死

亡

保

険

金

（

本

件

保

険

金

）

の

額

は

前

代

表

者

の

死

亡

日

の

属

す

る

事

業

年

度

の

益

金

の

額

に

算

入

す

べ

き

で

あ

る

旨

を

主

張

す

る

。

　

し

か

し

な

が

ら

、

本

件

保

険

金

は

、

保

険

会

社

の

確

認

調

査

等

の

結

果

次

第

で

は

支

払

わ

れ

な

い

こ

と

も

あ

り

得

た

こ

と

、

請

求

人

が

恣

意

的

に

本

件

保

険

金

の

額

の

収

益

計

上

時

期

を

繰

り

延

べ

よ

う

と

企

図

し

た

事

実

は

認

め

ら

れ

な

い

こ

と

を

踏

ま

え

れ

ば

、

本

件

保

険

金

の

額

を

支

払

通

知

日

の

属

す

る

事

業

年

度

の

雑

収

入

に

計

上

し

た

請

求

人

の

会

計

処

理

は

、

取

引

の

経

済

的

実

態

か

ら

み

て

合

理

的

な

収

益

計

上

の

基

準

に

則

し

た

も

の

で

あ

り

、

法

人

税

法

上

も

正

当

な

も

の

と

し

て

是

認

す

べ

き

と

認

め

ら

れ

る

。

（６）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　都市部への人口の流出や高齢化などで、活気が失われてしまっ

た地方都市は数多く存在する。地域が衰退すれば、さらに多くの

若者が職を求めて地元を離れ、地域の過疎化や高齢化が加速する

悪循環に陥る。これらを食い止めるためには、新たな産業を創出

し、地域の魅力を高めていくことが欠かせない。

　こうした取組みの一環として、ふるさと納税によって資金を集

め、その資金を使って、起業家を支援する取組みを進める自治体

が相次いでいる。例えば、岩手県盛岡市は今年度から新たに市内

で事業を立ち上げた起業家を対象に、ふるさと納税制度を活用し

た地域外からの資金調達（クラウドファンディング型ふるさと納

税）を活用した補助を開始した。

　まず、対象となる起業家（事業者）を公募によって選定し、選

定された起業家の事業計画を市が契約するふるさと納税ポータル

サイトに掲載し、クラウドファンディング型のふるさと納税を活

用することで、広く全国の事業に共感する人々から資金を募る。

ポータルサイトへの掲載手数料は原則として市が負担するとして

いる。

　資金募集に際しては目標金額を設定し、目標金額の達成・未達

成に関わらず集まった寄附額を上限として、事業に要した経費を

補助金として交付する。なお、資金が目標金額に届かなかったこ

とを理由に辞退をすることはできないとしている。

　同市では、これまでに、①ひとり親家庭の子どもや親元を離れ、

奨学金を受けながら学校に通う小学生を対象に、�時間食料品や

生活用品を無償提供する共同冷蔵庫「コミュニティフリッジ」の

設置事業、②長期預かりもできるネコ専用の「ペットホテル」と

家族の代わりに世話をする「ペットシッター」の開業を目指す事

業の２事業者を対象として認定し、今月２日から寄附の募集を開

始。目標金額を①は１５０万円、②は１１５万円に設定している。寄附

に当たっては、同市ゆかりの返礼品も受け取る事ができる（同市

市民からの寄附は対象外）。

　また、千葉県館山市も同様の仕組みで今月２日から、障害のあ

る人が生き生きと生活できる福祉事業、安房地域初のスリランカ

料理をメインとした居酒屋、かかりつけ助産師による子育て支援

事業の三つのプロジェクトを選定し、寄附の募集を始めている。

　総務省は、こうした取組みを「ふるさと起業家支援プロジェク

ト」と命名。ふるさと納税を活用した起業家の支援を後押しする

ため、自治体がふるさと納税を財源に起業家に補助をするのとは

別に、ふるさと納税を財源に補助する金額を超えない範囲で自治

体が起業家に対して上乗せ補助をする場合、特別交付税措置によ

る支援も行っている。

　

税

法

に

は

様

々

の

基

本

書

が

あ

る

。

京

都

大

学

法

学

部

の

著

名

な

先

生

が

書

か

れ

た

『

税

法

』

と

い

う

体

系

書

は

、

１

９

７

３

年

に

初

版

が

刊

行

さ

れ

た

。

　

現

在

の

勤

務

先

の

大

学

に

着

任

し

て

�

年

目

に

な

る

が

、

大

学

院

生

に

よ

く

注

意

す

る

こ

と

が

あ

る

。

す

で

に

亡

く

な

ら

れ

た

先

生

に

大

変

失

礼

な

こ

と

だ

が

、

脚

注

に

記

載

の

文

献

の

表

示

で

、

本

書

の

著

者

名

を

「

清

水

」

と

表

記

し

た

報

告

レ

ジ

ュ

メ

に

、

毎

年

遭

遇

す

る

か

ら

で

あ

る

。

　

「

先

生

は

京

都

大

学

の

有

名

な

先

生

で

、

『

し

み

ず

』

で

は

な

く

『

き

よ

な

が

』

で

す

。

間

違

え

な

い

よ

う

に

」

と

、

院

の

ク

ラ

ス

全

員

に

伝

え

る

こ

と

に

な

る

。

　

転

身

し

て

研

究

す

る

よ

う

に

な

っ

て

か

ら

書

い

て

い

る

テ

ー

マ

に

、

「

税

法

解

釈

の

あ

り

方

」

が

あ

る

。

大

学

・

大

学

院

の

紀

要

に

、

こ

れ

ま

で

６

本

の

論

文

を

公

表

し

、

今

後

も

続

け

て

い

く

予

定

だ

。

　

こ

の

う

ち

、

２

年

前

に

公

表

し

た

「

租

税

手

続

法

の

解

釈

の

あ

り

方

」

（

青

山

法

学

論

集

�

巻

３

号

１

５

１

頁

）

を

書

く

と

き

に

、

イ

ン

ス

ピ

レ

ー

シ

ョ

ン

を

得

た

記

述

が

、

本

書

に

あ

っ

た

。

　

清

永

先

生

の

『

税

法

』

に

は

、

他

の

税

法

基

本

書

と

同

様

に

、

税

法

解

釈

に

つ

い

て

説

明

し

た

箇

所

が

あ

る

。

第

４

章

第

１

節

の

「

税

法

の

解

釈

」

で

あ

る

。

　

お

そ

ら

く

多

く

の

人

が

、

と

い

う

か

ほ

と

ん

ど

の

方

が

、

読

ん

で

も

通

り

過

ぎ

る

と

思

わ

れ

る

箇

所

に

、

注

目

し

た

。

　

そ

れ

は

、

「

税

法

の

解

釈

、

特

に

租

税

実

体

法

の

解

釈

に

お

い

て

は

一

般

的

に

い

っ

て

法

文

か

ら

は

な

れ

た

自

由

な

解

釈

は

許

さ

れ

な

い

と

考

え

る

べ

き

で

あ

ろ

う

」

と

い

う

文

章

で

あ

る

。

税

法

解

釈

に

要

求

さ

れ

る

「

文

理

解

釈

の

原

則

」

の

記

述

に

な

る

。

税

法

に

か

か

わ

る

方

で

あ

れ

ば

、

少

な

く

と

も

１

度

は

、

聞

い

た

こ

と

が

あ

る

話

だ

と

思

う

。

　

そ

れ

は

、

同

書

に

あ

る

よ

う

に

、

「

も

し

法

文

か

ら

は

な

れ

た

自

由

な

解

釈

が

許

さ

れ

る

と

す

る

な

ら

ば

、

そ

れ

は

帰

す

る

と

こ

ろ

法

律

に

よ

ら

な

い

課

税

を

容

認

す

る

こ

と

に

な

」

り

、

「

租

税

法

律

主

義

の

原

則

が

…

…

く

ず

れ

て

い

く

こ

と

に

な

る

か

ら

」

で

あ

る

。

　

憲

法

は

、

あ

ら

た

な

課

税

に

も

、

現

行

の

課

税

の

変

更

に

も

「

法

律

」

の

根

拠

規

定

を

求

め

る

（

�

条

）

。

こ

の

租

税

法

律

主

義

は

、

国

家

権

力

に

よ

る

恣

意

的

な

課

税

を

防

止

す

る

た

め

の

考

え

方

だ

。

　

こ

う

し

て

税

法

が

あ

る

の

に

、

そ

こ

に

定

め

ら

れ

た

納

税

義

務

の

成

立

要

件

で

あ

る

「

課

税

要

件

」

の

内

容

を

、

「

解

釈

」

を

通

じ

て

自

由

に

伸

縮

で

き

る

と

な

れ

ば

、

租

税

法

律

主

義

は

意

味

を

な

く

す

。

だ

か

ら

、

「

税

法

の

解

釈

…

…

に

お

い

て

は

、

基

本

的

に

は

厳

格

な

解

釈

が

要

請

さ

れ

る

」

（

同

書

）

。

　

ど

の

部

分

か

ら

、

ア

イ

デ

ア

が

わ

い

た

の

か

。

そ

れ

は

、

「

特

に

租

税

実

体

法

の

解

釈

に

お

い

て

は

」

と

い

う

部

分

で

あ

る

。

実

体

法

の

反

対

概

念

は

、

手

続

法

で

あ

る

。

で

あ

れ

ば

、

こ

の

原

則

は

、

租

税

手

続

法

に

は

妥

当

し

な

い

の

か

。

　

そ

の

疑

問

を

手

掛

か

り

に

、

２

年

前

に

こ

の

問

題

意

識

を

論

文

に

ぶ

つ

け

た

。

こ

の

文

章

の

お

か

げ

で

、

問

題

意

識

を

得

る

こ

と

が

で

き

た

の

だ

。

そ

ん

な

こ

と

が

あ

っ

た

の

で

、

生

前

に

お

目

に

か

か

る

機

会

の

な

か

っ

た

清

永

先

生

に

よ

る

本

書

は

、

わ

た

し

の

論

文

の

恩

師

で

あ

る

。

（７） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

東

京

・

公

益

社

団

法

人

王

子

法

人

会

女

性

部

会

（

玉

嶋

和

代

部

会

長

）

は

８

日

、

北

区

の

北

と

ぴ

あ

で

第

�

回

「

税

に

関

す

る

絵

は

が

き

コ

ン

ク

ー

ル

」

の

審

査

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

審

査

員

と

し

て

王

子

税

務

署

の

竹

中

茉

莉

子

署

長

、

北

区

の

や

ま

だ

加

奈

子

区

長

を

は

じ

め

、

税

務

署

、

区

、

東

京

都

北

都

税

事

務

所

、

北

区

教

育

委

員

会

か

ら

多

数

の

職

員

ら

が

出

席

し

た

。

　

管

内

の

小

学

４

～

６

年

生

か

ら

作

品

を

募

集

し

、

今

年

は

４

年

生

１

２

０

枚

、

５

年

生

３

３

２

枚

、

６

年

生

６

０

３

枚

の

合

計

１

０

５

５

枚

の

応

募

が

あ

っ

た

。

審

査

の

結

果

、

王

子

税

務

署

長

賞

な

ど

各

賞

７

点

と

入

選

�

点

が

選

ば

れ

た

。

各

賞

に

輝

い

た

児

童

ら

に

は

�

月

�

日

に

開

催

さ

れ

る

納

税

表

彰

式

で

賞

状

が

授

与

さ

れ

る

。

　

東

京

・

公

益

社

団

法

人

麹

町

法

人

会

（

川

村

真

志

会

長

）

は

４

日

、

都

内

の

ア

ル

カ

デ

ィ

ア

市

ヶ

谷

で

税

務

研

修

会

・

特

別

講

演

会

な

ど

を

開

い

た

。

会

員

ら

約

�

人

が

参

加

し

た

。

　

研

修

会

で

は

、

麹

町

税

務

署

法

人

課

税

第

一

部

門

の

一

ノ

瀬

直

上

席

調

査

官

が

「

令

和

６

年

度

税

制

改

正

を

踏

ま

え

た

実

務

上

の

留

意

点

」

と

題

し

て

講

師

を

務

め

た

。

　

講

演

会

で

は

同

署

の

小

巻

則

仁

署

長

が

「

不

易

流

行

～

便

利

に

使

い

ま

し

ょ

う

～

」

と

題

し

て

講

演

、

小

巻

署

長

は

情

報

シ

ス

テ

ム

部

門

の

勤

務

が

長

か

っ

た

こ

と

か

ら

、

そ

れ

ら

の

視

点

か

ら

、

技

術

の

革

新

は

早

い

こ

と

、

現

在

の

技

術

を

使

っ

て

便

利

さ

を

味

わ

う

こ

と

の

楽

し

さ

な

ど

を

解

説

し

た

＝

写

真

。

　

労

働

や

納

税

、

消

費

と

い

っ

た

社

会

や

経

済

の

ル

ー

ル

を

遊

び

な

が

ら

体

験

で

き

る

イ

ベ

ン

ト

「

な

が

さ

Ｋ

ｉ

ｄ

ｓ

☆

Ｔ

ｏ

ｗ

ｎ

」

が

こ

の

ほ

ど

、

長

崎

市

の

長

崎

シ

ビ

ッ

ク

ホ

ー

ル

で

開

催

さ

れ

た

。

子

ど

も

の

学

び

を

支

援

す

る

Ｎ

Ｐ

Ｏ

法

人

イ

ン

フ

ィ

ー

ニ

テ

ィ

ー

が

企

画

し

た

も

の

で

、

小

学

３

年

生

か

ら

中

学

生

ま

で

の

約

１

２

０

人

が

参

加

し

た

。

　

イ

ベ

ン

ト

で

は

ハ

ロ

ー

ワ

ー

ク

で

好

き

な

仕

事

を

選

び

、

働

い

た

対

価

と

し

て

仮

想

通

貨

の

「

ス

テ

ラ

」

を

受

け

取

り

、

そ

の

中

か

ら

納

税

し

、

残

っ

た

ス

テ

ラ

で

買

い

物

が

で

き

る

と

い

う

ル

ー

ル

。

会

場

に

は

税

務

署

や

市

役

所

な

ど

の

公

的

機

関

の

ほ

か

、

銀

行

、

ア

イ

ス

ク

リ

ー

ム

店

な

ど

�

種

類

の

職

業

ブ

ー

ス

が

設

置

さ

れ

、

子

ど

も

た

ち

は

様

々

な

仕

事

を

体

験

し

な

が

ら

、

社

会

の

仕

組

み

を

楽

し

く

学

ん

だ

。

　

税

務

署

ブ

ー

ス

で

働

く

子

ど

も

職

員

た

ち

は

、

事

前

に

租

税

教

室

で

学

ん

だ

税

の

知

識

を

生

か

し

て

、

税

金

の

収

納

や

徴

収

を

行

っ

た

ほ

か

、

租

税

教

室

等

も

開

催

し

、

税

の

仕

組

み

や

大

切

さ

を

伝

え

る

広

報

活

動

に

取

り

組

ん

で

い

た

＝

写

真

。

　

公

益

財

団

法

人

納

税

協

会

連

合

会

（

本

荘

武

宏

会

長

）

と

近

畿

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

（

佐

々

木

宏

会

長

）

は

９

月

�

日

、

大

阪

新

阪

急

ホ

テ

ル

で

、

令

和

６

年

度

「

局

長

講

演

会

」

を

行

っ

た

。

　

木

村

秀

美

大

阪

国

税

局

長

は

、

「

税

務

行

政

の

現

状

と

通

貨

行

政

及

び

酒

類

行

政

」

を

テ

ー

マ

に

、

我

が

国

の

財

政

事

情

、

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

、

ｅ

―

Ｔ

Ａ

Ｘ

の

利

用

拡

大

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

、

通

貨

行

政

、

酒

類

行

政

に

つ

い

て

、

自

身

の

業

務

経

験

や

豊

富

な

資

料

を

も

と

に

分

か

り

や

す

く

解

説

し

た

＝

写

真

。

　

参

加

者

は

税

制

等

に

関

す

る

理

解

を

深

め

、

今

後

の

事

業

活

動

を

展

開

す

る

上

で

大

変

参

考

に

な

っ

た

様

子

だ

っ

た

。

　

札

幌

西

間

税

会

（

福

島

勝

男

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

サ

ッ

ポ

ロ

ノ

ル

ベ

サ

ビ

ー

ル

園

で

毎

年

恒

例

の

夏

の

交

礼

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

７

月

に

札

幌

西

税

務

署

に

就

任

し

た

井

平

和

彦

署

長

や

田

村

斉

副

署

長

、

蛯

名

秀

夫

審

理

専

門

官

、

法

人

課

税

第

一

部

門

の

庄

司

剛

統

括

官

を

来

賓

に

迎

え

、

会

員

ら

�

人

も

出

席

し

、

親

睦

を

兼

ね

た

交

礼

会

を

開

催

し

た

。

　

交

礼

会

で

は

、

井

平

署

長

と

の

名

刺

交

換

や

会

員

相

互

の

名

刺

交

換

を

行

っ

て

親

睦

を

深

め

た

ほ

か

、

出

席

者

全

員

に

当

た

る

抽

選

会

も

行

わ

れ

、

大

い

に

盛

り

上

が

っ

た

楽

し

い

会

と

な

っ

た

。

　

ま

た

、

多

く

の

交

流

の

機

会

を

得

て

、

新

し

い

友

人

と

出

会

え

る

貴

重

な

経

験

が

で

き

た

交

礼

会

と

な

っ

た

。

　

福

岡

・

公

益

社

団

法

人

筑

紫

法

人

会

女

性

部

会

（

木

本

美

香

部

会

長

）

は

７

日

、

筑

紫

野

市

の

大

丸

別

荘

で

設

立

�

周

年

記

念

式

典

と

記

念

コ

ン

サ

ー

ト

を

開

催

し

た

。

　

当

日

は

、

福

岡

国

税

局

の

元

松

利

孝

法

人

課

税

課

長

や

筑

紫

税

務

署

の

播

磨

武

裕

署

長

、

一

般

社

団

法

人

福

岡

県

法

人

会

連

合

会

女

性

部

会

連

絡

協

議

会

の

辻

塚

さ

お

り

会

長

、

同

会

の

江

上

嘉

実

会

長

ら

が

来

賓

と

し

て

多

数

出

席

。

　

式

典

で

は

、

木

本

部

会

長

が

関

係

者

に

感

謝

の

意

を

伝

え

る

と

と

も

に

、

部

会

の

こ

れ

ま

で

の

活

動

を

振

り

返

り

な

が

ら

「

更

な

る

発

展

を

目

指

し

て

部

会

員

の

皆

様

と

共

に

、

確

か

な

歩

み

を

続

け

て

い

く

」

と

決

意

を

述

べ

た

＝

写

真

。

　

コ

ン

サ

ー

ト

は

、

福

岡

市

や

筑

紫

地

区

を

中

心

に

活

動

す

る

社

会

人

の

吹

奏

楽

団

「

福

岡

中

央

ウ

ィ

ン

ド

シ

ン

フ

ォ

ニ

ー

」

が

招

か

れ

、

様

々

な

ジ

ャ

ン

ル

で

輝

く

女

性

を

テ

ー

マ

に

魔

女

の

宅

急

便

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

や

「

サ

ウ

ン

ド

・

オ

ブ

・

ミ

ュ

ー

ジ

ッ

ク

」

セ

レ

ク

シ

ョ

ン

な

ど

の

楽

曲

を

演

奏

し

、

豊

か

な

サ

ウ

ン

ド

で

観

客

を

魅

了

し

た

。

　

京

都

・

伏

見

酒

造

組

合

（

増

田

德

兵

衞

理

事

長

）

と

伏

見

税

務

署

（

北

村

文

夫

署

長

）

は

９

月

�

日

、

伏

見

酒

造

組

合

事

務

所

で

懇

談

会

を

開

催

し

、

酒

類

業

界

の

現

状

等

に

つ

い

て

、

意

見

を

交

わ

し

た

＝

写

真

。

　

役

員

か

ら

、

地

理

的

表

示

（

Ｇ

Ｉ

）

指

定

に

向

け

て

の

進

捗

状

況

の

説

明

が

あ

っ

た

ほ

か

、

組

合

員

産

酒

類

の

Ｐ

Ｒ

に

つ

い

て

さ

ま

ざ

ま

な

意

見

が

飛

び

交

い

、

非

常

に

活

発

な

懇

談

会

と

な

っ

た

。

　

ま

た

、

大

阪

国

税

局

伏

見

署

派

遣

調

整

官

か

ら

大

阪

・

関

西

万

博

会

場

内

に

お

け

る

国

税

庁

と

大

阪

国

税

局

が

実

施

す

る

取

組

に

つ

い

て

の

説

明

が

あ

り

、

万

博

関

連

の

情

報

を

提

供

す

る

な

ど

有

意

義

な

機

会

と

な

っ

た

。

　

兵

庫

・

洲

本

税

務

署

（

長

谷

川

幸

雄

署

長

）

と

公

益

社

団

法

人

淡

路

納

税

協

会

（

石

村

健

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

３

日

間

に

わ

た

っ

て

、

源

泉

徴

収

義

務

者

向

け

の

「

年

末

調

整

手

続

の

電

子

化

説

明

会

」

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

淡

路

納

税

協

会

と

淡

路

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

秦

紳

一

郎

会

長

）

は

、

昨

年

�

月

に

「

デ

ジ

タ

ル

化

・

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

化

宣

言

式

」

を

開

催

し

、

こ

の

宣

言

式

を

契

機

と

し

て

淡

路

島

内

の

多

く

の

事

業

者

が

デ

ジ

タ

ル

化

に

高

い

関

心

を

寄

せ

る

き

っ

か

け

と

な

っ

た

こ

と

も

あ

り

、

今

回

の

説

明

会

で

は

、

定

員

を

超

え

立

ち

見

が

発

生

す

る

な

ど

連

日

大

盛

況

で

あ

っ

た

。

　

説

明

会

後

の

ア

ン

ケ

ー

ト

で

は

、

「

電

子

化

を

前

向

き

に

検

討

し

た

い

」

と

の

記

載

が

多

く

見

ら

れ

、

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

促

進

の

一

役

を

担

う

説

明

会

と

な

っ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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